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１．計画の背景と目的 

本市では、拡大する行政需要や住民ニーズの高まりにより、多くの公共施設及びインフラ施

設（以下「公共施設等」という。）を建設してきましたが、現在、公共施設等の約４割が既に

完成後 30 年以上を経過し、老朽化が進んでいます。近い将来、多くの公共施設等が一斉に改

修・更新時期を迎え、多額の維持更新費が必要になると見込まれています。 

また、こうした公共施設等は、大規模改修や建て替えを行わなければ老朽化が進行して倒壊

など人命に関わる被害につながる危険性があるため安心して使用できなくなる可能性があり

ますが、厳しい財政環境を鑑みると全ての施設を維持・更新することは困難な状況にあります。 

これは本市に限らず、全国他自治体においても同様の問題を抱えており、国においてはイン

フラ長寿命化計画を策定するとともに、地方に対しても公共施設等総合管理計画の策定にあた

っての指針を示すなど、公共施設等に求められる安全・機能を今後も確保していくための支援

を実施していくこととしています。 

このため、本市における施設の適切な規模と在り方を検討し、公共施設等の機能を維持しつ

つ可能な限り次世代に負担を残さない効率的・効果的な公共施設等の最適化を図るため、平成

29 年 3 月に「黒石市公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

その後、国において平成 30 年２月に公共施設等総合管理計画の策定の指針が改定されたこ

とを受けて、本市においても計画の一部を改訂しました。 

 

２．公共施設等の現状※１と課題 

本市が所有する建築物の総延床面積は、令和 2 年度末時点で 178,904 ㎡となっており、市

民一人当たり延床面積は 5.40 ㎡で、東北・北海道地域の類似団体の平均 7.6 ㎡※２より低くな

っています。 

しかし、一般的に建物の大規模改修を行う目安とされる築 30 年以上を経過した建築物の延

床面積は 82,265 ㎡と全体の 46.0％を占めており、老朽化が進行しています。 

建築用途別では、学校統廃合により使用されなくなった空き校舎等を含むその他行政系施設

の延床面積が公共施設全体の 24.4％と最も多く、つづいて学校が 21.7％、病院施設が 9.3％、

公営住宅が 8.9％を占めています。 

その他、インフラ施設（道路・橋りょう・上水道・下水道）については、上水道が一般的な

耐用年数とされる 40 年目を間もなく迎えることとなります。 

こうした現状から、一人当たり延床面積の縮減や、延命措置の実施又は取り壊しによる公共

施設の最適な配置の実現が今後の大きな課題となっています。 

 

 

 

 

 

※１ 令和２年度末時点の決算データに基づく 
※２ 令和元年度末総務省「公共施設状況調経年比較表」の数値 
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■築年度別延床面積（公共施設） 

 

 

 

 

 

 

  

■公共施設（建物）の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
経過 30 年未満 1990 年以降 

96,639 ㎡（54.0％） 

 

30 年以上経過 1989 年以前 

82,265 ㎡（46.0％） 

 

延床面積（㎡） 

1981年 6月耐震基準変更⇒ 

 

令和２年度末時点の総延床面積 178,904 ㎡、市民 1 人あたり 5.40 ㎡ 

 

人口（人） 

旧耐震基準(1981 年以前) 

46,887 ㎡ 26.2% 

新耐震基準(1982 年以前) 

132,017 ㎡ 73.8% 
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■年度別整備数（橋りょう） 

 

 

■年度別整備延長（上水道） 

 

 

■年度別整備延長（下水道） 

橋りょうの本数：104 本 

 

 

本 

ｍ 

ｍ 

下水道管の総延長：103,605m 

 

 

上水道管の総延長：145,630m 
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３．人口の現状と課題 

本市の人口は、平成 17年（2005 年）には 38,455 人でしたが、令和２年（2020 年）の国勢

調査では 33,453 人となり、15年間で約 13％減少しています。 

まち・ひと・しごと創生黒石市人口ビジョン（平成 27年 12月）による将来人口の見通しで

は、今後も少子高齢化は進行し続け、令和 12年には 29,718 人と 30,000 人を下回り、令和 17

年には 27,804 人、その後も減少傾向は続き、令和 27 年には 23,731 人になると予測されてい

ます。 

 

■人口の推移（5 年ごと） 

 
※「まち・ひと・しごと創生黒石市人口ビジョン」及び「令和２年国勢調査」から抜粋 

※平成 22 年は総人口に年齢不詳を含み、内訳合計が一致しないため、平成 23 年の人口を引用 

■将来人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「まち・ひと・しごと創生黒石市人口ビジョン」から抜粋 
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3,990 3,337 3,046 2,685 2,452 2,262 2,082 1,888 1,677 1,484 
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19,476 17,887 

16,505 
15,171 13,815 

12,424 
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65歳以上 

15～64歳 

0～14歳 

令和２年 
(2020年） 

令和７年 

(2025年) 

令和 12年 
(2030 年) 

令和 17 年 
(2035 年) 

令和 22 年 
(2040 年) 

令和 27 年 
(2025年) 

令和 32年 
(2050年) 

令和 37年 
(2055年) 

令和 42年 
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４．財政の現況と課題 

（１）歳入 

本市の令和 2 年度の普通会計の歳入は約 212 億円です。その内訳は、市税や繰越金、分担

金及び負担金などの自主財源は、約 55億円と歳入全体の 26％である一方、地方交付税や国・

県支出金、市債等の依存財源は、約 157 億円で 74％を占めています。歳入の約４分の３を依

存財源に頼っている状態にあります。 

歳入の推移をみると、平成 25 年度までは地方交付税の増加等により増加してきましたが、

平成 26 年度以降は年々減少傾向にあります。その後、平成 30 年度から令和元年度にかけて

は新設黒石小学校建設事業等の実施に係る国庫支出金が増加し、令和２年度は新型コロナウイ

ルス感染症緊急経済対策として特別定額給付金事業等に係る国庫支出金が大幅に増加したた

め、歳入は増加傾向になっています。 

しかし、平成 30 年度以降は、大規模事業に対する国庫補助金等の臨時的な歳入による一時

的な増加であり、今後も市税等の経常的な歳入の増加は見込めない状況が続いていくと予想さ

れます。 

 

■普通会計における歳入決算の推移 
（単位：百万円） 

 
※「地方税」及び「その他一般財源」は自主財源、そのほかは依存財源 

 

 

 

 

3,001 2,912 2,983 2,954 2,946 2,963 3,009 2,947 2,970 2,945 

6,837 7,228 6,627 6,393 6,373 6,278 6,157 6,109 6,136 6,174 

1,414 1,368 
1,306 1,819 1,386 1,460 1,216 1,373 1,573 

2,528 

729 890 1,966 974 1,095 764 753 1,079 
1,990 

1,001 
2,388 2,327 

2,623 
2,818 2,782 3,005 

2,665 
2,970 

3,706 

6,748 
1,344 1,226 

1,136 1,362 1,291 1,180 
1,255 

2,009 

1,237 

1,260 

1,240 713 
634 720 797 587 

616 

594 
616 

560 

H 23年度

( 201 1年 )

H 24年度

( 201 2年)

H 25年度

( 201 3年)

H 26年度

( 201 4年)

H 27年度

( 201 5年)

H 28年度

( 201 6年)

H 29年度

( 201 7年)

H 30年度

( 201 8年)

R元年度

( 201 9年)

R 2年度

( 202 0年)

地方税 地方交付税 その他一般財源 地方債 国庫支出金 県支出金 その他特定財源

16,953 16,664 17,275 17,040 16,670 16,237 15,671
17,081

17,228

21,216
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（２）歳出 

本市の令和 2 年度の普通会計の歳出は約 201 億円です。内訳を見ると、市民や各種団体等

への補助費等や他会計への繰出金、また物件費などの「その他の経費」が約 104億円で全体の

約 52％を占め、次いで支払いが義務づけられ任意に削減することが難しい人件費、扶助費※３、

公債費の「義務的経費」が約 81 億円で 40％を占め、さらに普通建設事業費等に充てられる

「投資的経費」が約 16億円で８％となっています。 

歳出の推移をみると、扶助費の割合が年々増加傾向にあります。投資的経費は平成 30 年度

から令和元年度にかけて実施した新設黒石小学校建設事業等の経費増により増加し、補助費等

は令和２年度に実施した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る特別定額給付金事業

等により大幅に増加しています。公債費は年々減少傾向で推移しています。 

 

■普通会計における歳出決算の推移 
（単位：百万円） 

 
 

（３）今後の財政状況 

歳入は、人口減少の影響もあり、市税は引き続き減少傾向が見込まれるほか、地方交付税に

ついても減少傾向となっており、今後、経常的な歳入の増加は見込めない状況です。 

歳出については、義務的経費である人件費及び公債費については徐々に減少していくと見込

まれますが、扶助費等の社会保障関連経費が増加していくものと予想されます。 

 

 

※３ 社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障害者・生活困窮者などに対して国や地方公共団体が行う支援に要する経費 

2,277 2,201 2,335 2,153 2,138 2,082 2,065 2,021 2,060 2,198

1,537 1,408 1,385 1,405 1,481 1,557 1,534 1,624 1,816 1,957
325 440 243 291 151 280 252 417 219 411

3,909 3,968 3,948 4,151 4,305 4,547 4,330 4,357 4,504 4,430

2,905 3,473 4,032 3,218 2,944 2,742 2,700
3,349 2,522

6,030
684

792
891

1,248 1,266 879 1,026
1,511 3,193

1,605

2,451
2,420 2,158 2,230 2,190 2,109 1,793

1,708
1,622

1,503

1,098 182 333 484 297 371
279

337
401

537

1,334 1,415 1,305 1,334 1,407 1,364
1,390

1,412
1,427

1,476

H 2 3年度

( 2 0 1 1年 )

H 2 4年度

( 2 0 1 2年 )

H 2 5年度

( 2 0 1 3年 )

H 2 6年度

( 2 0 1 4年 )

H 2 7年度

( 2 0 1 5年 )

H 2 8年度

( 2 0 1 6年 )

H 2 9年度

( 2 0 1 7年 )

H 3 0年度

( 2 0 1 8年 )

R元年度

( 2 0 1 9年 )

R 2年度

( 2 0 2 0年 )

人件費 物件費 維持補修費

扶助費 補助費等 投資的経費

公債費 積立金・投資・出資金・貸付金 繰出金

16,520 16,299 16,630 16,514 16,179 15,931 
15,369 

16,736 
17,764 

20,147 
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５．公共施設等の更新（建替え・大規模改修）に係る費用の推計及び比較 

（１）公共施設等の耐用年数経過時に単純更新した場合の費用 

更新費用試算ソフト※４を活用し、今後 40年間、公共施設等の耐用年数に合わせて単純更新

した場合の必要コストを試算しました。 

１）公共施設 

今後 40年間の更新費用の総額は 1,346.5 億円で、1 年当たりでは約 33.7億円となる見込

みです。 

◆推計方法：1.建設から 60年目で建替え、30 年目で大規模改修 

2.普通財産など今後更新が見込めない施設に係る費用は試算から除外 

 

２）インフラ施設 

今後 40 年間の更新費用の総額は 505.4 億円で、1 年当たりでは約 12.6 億円となる見込

みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆推計方法：道路＝15 年で舗装部分の更新（打換え）、橋りょう：「黒石市橋梁長寿命化修繕計画」における更新費用を反映、              

上水道管＝40 年で更新、下水道管＝50 年で更新 
※４ 総務省が配布している一般財団法人地域総合整備財団が開発したソフトウェア 

億円

億円 

億円

億円 

40 年間の費用 1346.5 億円 

 

 

40 年間の費用 

・道路 243.1 億円 ・橋りょう 41.0 億円 

・上水道 145.3 億円 ・下水道 76.0 億円 
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（２）公共施設等の長寿命化対策を実施した場合の費用 

今後 40年間、長寿命化対策を実施した場合の必要コストを試算しました。 

１）公共施設 

今後 40 年間の更新費用の総額は 720.3 億円で、1 年当たりでは約 18.0 億円となる見込

みです。 

◆推計方法：1.建設から 80年目で建替え、40 年目で大規模改修 

2.普通財産など今後更新が見込めない施設に係る費用は試算から除外 

 

２）インフラ施設 

今後 40 年間の更新費用の総額は 313.8 億円で、１年当たりでは約７.８億円となる見込

みです。 

 

◆推計方法：道路＝20 年で舗装部分の更新（打換え）、橋りょう：「黒石市橋梁長寿命化修繕計画」における更新費用を反映、              

上水道管＝60 年で更新、下水道管＝75 年で更新 

 

 

 

億円

億円 

40 年間の費用 720.3 億円 

 

 

億円

億円 
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（３）単純更新と長寿命化の費用比較 

１）単純更新した場合の費用 

今後 40 年間の更新費用の総額は 1,851.8 億円で、1 年当たりでは約 46.3 億円となる見

込みです。 

 
更新費の既往実績 

(過去 5 年の単年平均) 
今後 40 年間の費用 1 年当たりの費用 

公共施設 11.60 億円 1,346.5 億円 33.7 億円 

道路 2.91 億円 243.1 億円 6.1 億円 

橋りょう 1.29 億円 48.0 億円 1.2 億円 

上水道 0.87 億円 145.3 億円 3.6 億円 

下水道 0.47 億円 76.0 億円 1.9 億円 

合 計 17.14 億円 1,851.9 億円 46.3 億円 

 

２）長寿命化した場合の費用 

今後 40 年間の更新費用の総額は 1,034.1 億円で、1 年当たりでは約 25.9 億円となる見

込みです。 

 
更新費の既往実績 

(過去５年の単年平均) 
今後 40 年間の費用推計 １年当たりの費用 

公共施設 11.60 億円 720.3 億円 18.0 億円 

道路 2.91 億円 182.3 億円 4.6 億円 

橋りょう 1.29 億円 23.1 億円 0.6 億円 

上水道 0.87 億円 100.7 億円 2.5 億円 

下水道 0.47 億円 7.7 億円 0.2 億円 

合 計 17.14 億円 1,034.1 億円 25.9 億円 

 

３）費用の比較（縮減効果） 

単純更新した場合の費用と長寿命化した場合の費用を比較すると、40年間で約 817.8億

円、1 年当たりで約 20.4 億円の縮減効果が見込まれます。 

 
更新費の既往実績 

(過去 5 年の単年平均) 

今後 40 年間の費用推計 
縮減効果額 

（Ａ）－（Ｂ） 
単純更新 

（Ａ） 

長寿命化 

（Ｂ） 

公共施設 11.60 億円 1,346.5 億円 720.3 億円 626.2 億円 

道路 2.91 億円 243.1 億円 182.3 億円 60.8 億円 

橋りょう 1.29 億円 48.0 億円 23.1 億円 24.9 億円 

上水道 0.87 億円 145.3 億円 100.7 億円 44.6 億円 

下水道 0.47 億円 76.0 億円 7.7 億円 68.3 億円 

合 計 17.14 億円 1,851.9 億円 1,034.1 億円 817.8 億円 

 

 



10 

６．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

基本的な方針を次のとおり定めます。 

（１）対象施設及び計画期間 

本計画の対象施設は、本市が所有する全ての公共施設等とし、庁舎や学校、公営住宅な

どの公共施設のみならず、道路や橋りょう、上下水道施設などのインフラ施設も対象とし

ます。 

計画期間は、令和 3年度から令和 32 年度までの 30 年間とします。ただし、計画期間内

であっても、必要に応じて適宜見直すものとします。 

 

（２）取組体制の整備 

総合管理計画の推進を円滑かつ実効性のあるものとするため、総務部総務課財産管理室

を総合窓口とし、総資産量を把握し、全体を一元的に管理しながら組織横断的な調整機能

を発揮しつつ、施設の維持管理を担当する部署（以下「施設所管課」という。）との連携に

より全庁的取組体制を構築します。 

施設所管課においては、本計画を基に、施設に対する将来の市民ニーズや政策適合性を

踏まえ、今後の公共施設等の具体的な維持管理方法を示した「個別施設計画」を策定しま

す。 

なお、既に個別施設計画と同種・同類の計画を策定している施設については、当該計画

をもって個別施設計画の策定に代えるものとし、必要に応じて更新をしていくものとしま

す。 

また、公共施設等のマネジメントの推進にあたっては、財政部局との密接な連携のもと、

事業の優先順位等を検討していきます。 

 

（３）現状や課題に対する基本方針 

１）公共施設 

本市の公共施設は、築 30 年以上を経過した建築物の延床面積が全体の 46.1％を占め

ており、今後、多くの施設の更新時期を迎えることになります。仮に新規施設を建設せ

ず、既存施設を単純更新した場合、今後 40 年間で約 1,346.5億円という莫大な費用が見

込まれ、現在の財政状況ではその財源を確保することは困難です。また、市の行政サー

ビスの維持に重大な影響を及ぼす可能性があります。  

このような状況を回避するため、公共施設の維持・更新については、費用の縮減効果

が見込まれる「長寿命化」を基本とすることとします。 

ただし、長寿命化した場合においても、1年当たりの費用が約 18.0 億円と見込まれて

おり、近年の 1 年当たりの平均費用 11.60 億円を上回っています。今後の人口減少を考

慮 すると、長寿命化に係る財源の確保は難しいものと想定されるため、長寿命化に加

えて施設総量（延床面積）の縮減による費用の圧縮についても併せて検討します。 
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２）インフラ施設 

インフラ施設は、生活の基盤となるものであることから、施設機能を可能な限り維持

し長期にわたり使用できるよう予防保全をしながら「長寿命化」に努めることで、ライ

フサイクルコスト※5の縮減を図ります。 

 

（４）公共施設等の管理に関する基本方針 

１）点検・診断等の実施方針 

①公共施設 

旧耐震基準で建設されている施設及びおおむね 30 年が経過している施設については、

必要に応じて耐震診断や劣化状況の把握に努めるとともに、大規模改修等の実施につい

て検討します。 

また、建設後の経過年数が比較的短い施設についても、日常点検、定期点検の実施に

より、劣化状況の把握に努め、必要に応じて適切な維持管理を行います。 

②インフラ施設 

定期的な点検や診断結果に基づき必要な措置を行う予防保全に努めます。 

 

２）維持管理・更新等の実施方針 

①公共施設 

人口の動向や市民のニーズ、施設の役割等を踏まえた適正な規模を想定したうえで施

設機能の集約化や転用等による効率的な施設の配置を推進します。 

また、施設の特性に合わせた最適な補修・更新を実施するため、優先順位を決定した

うえで重大な損傷や致命的な損傷となる前に予防的修繕を実施することにより、健全な

状態を維持しながら長寿命化を行います。 

②インフラ施設 

定期的な点検等により構造物の状態を把握・評価したデータの蓄積を行い、中長期的

に計画的かつ効率的にコスト縮減を目指した資産管理を推進します。 

また、適正な維持管理を行い、必要に応じて予防的修繕を実施することにより、施設

の長寿命化を図ることでライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

３）安全確保の実施方針 

①公共施設 

災害時に避難所となる防災機能を有する施設もあるため、日常点検や定期点検により

施設の劣化状況の把握に努めるほか、施設の利用状況や優先度を踏まえながら計画的な

改善・更新を実施し、機能の維持や安全性の確保に努めます。 

②インフラ施設 

定期的な点検や診断結果に基づき必要な措置を行う予防保全を行うことで安全性を

確保します。 

 

 
※５ 施設の建設から維持管理、解体撤去に至るまでの生涯費用 
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４）耐震化の実施方針 

①公共施設 

黒石市耐震改修促進計画に基づき、更新や耐震改修により防災拠点施設や避難施設の

耐震化を計画的に推進します。 

②インフラ施設 

各施設の特性や緊急性等を踏まえて、診断結果に基づき必要な耐震化を実施します。 

５）長寿命化の実施方針 

①公共施設 

各施設の所管課が策定する個別施設計画に基づき、点検や改修などを計画的に行うと

ともに、内装や設備機器の定期的なメンテナンスや大規模改修の効果的な実施により耐

用年数の延命化を図ります。 

②インフラ施設 

予防保全により致命的な損傷となる前に健全な状態を維持し、長寿命化を実施しなが

らライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

６）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

社会環境の変化に伴い公共施設に求められる役割や機能も変化しているため、施設の

更新等を契機に、防災機能の強化やユニバーサルデザインの導入など、各施設において

新たに求められる機能等を精査し必要性を検討したうえで、質的向上や機能の追加を図

ります。 

 

７）集約化等による統合や廃止の推進方針 

①公共施設 

各施設の利用度、維持管理コスト、老朽化度など施設の現状を整理したうえで、現在

利用していない施設や将来的に利用が見込めない施設については、人口構成の変動や財

政状況を考慮し、今後の方向性（維持改善、集約化、転用、廃止など）を検討します。 

②インフラ施設 

人口減少や人口構造、また社会情勢等の変化を見据え、保有するインフラ施設の利用

状況に応じて施設の廃止・縮小を検討します。 

 

８）地方公会計の活用 

統一的な基準により整備した固定資産台帳や財務書類（行政コスト計算書等）を用い

て、施設の統廃合等の個別具体的な方向性について検討するための資料とします。 

 

（５）広域的な連携による公共施設等の活用 

行政区域にこだわらず、近隣市町村との相互利用や共同運用、サービス連携、役割分担

等により効率化を図ります。 
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（６）フォローアップの方針 

本計画を進めていくため、おおむね 10 年の期間で以下のＰＤＣＡサイクルを実施しま

す。 

①計画（Plan） 

関連計画との整合性に留意して本計画を策定します。 

②実施（Do） 

本計画に基づき、施設の情報を一元管理したうえで、庁内横断的な公共施設等のマネ

ジメントを実施します。 

③検証（Check） 

施設の現状を整理したデータベースの活用などにより定期的に評価・検証を行います。 

④改善（Action） 

評価・検証の結果を踏まえて、必要に応じて施設の維持・更新方法の改善や本計画の

見直しを行います。 

 

（７）目標耐用年数 

１）耐用年数の考え方 

公共施設の大規模改修や長寿命化工事を計画的に実施するには、目標耐用年数の設定

が必要となります。この耐用年数が、工事実施時期や施設の老朽化のおおよその目安の

ひとつとなります。 

耐用年数の種類 内容 

物理的耐用年数 
建物躯体や部位・部材が経年劣化等により、性能低下によ

って要求される限界性能を下回る年数 

経済的耐用年数 
継続使用するための補修や修繕費等が改築や更新する費用

を上回る年数 

法定耐用年数 
固定資産の減価償却費を算出するため、税法で定められた

年数 

機能的耐用年数 
建設当時は機能的に充足していたが、時代の変遷により、

技術革新や社会的要求が向上したため、陳腐化する年数 

 

２）目標耐用年数の設定 

耐用年数の考え方に基づき、本計画の対象施設の目標耐用年数については、鉄筋コン

クリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造を 80 年、鉄骨造を 60 年、木造を 40 年と設定

します。 

建物の寿命については、建物の構造や立地条件、気象条件、使用状況等により、大き

く左右されるため、一概に目標耐用年数まで建物が維持できるものではありませんが、

目標耐用年数を目安として、適切な維持管理や計画的な大規模改修・長寿命化工事を実

施します。 
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■建物の用途及び構造に応じた望ましい目標耐用年数の級※６ 

構造 

 

 

 

用途 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
鉄骨造 

ブロック造 

レンガ造 
木造 

高品質※７ 

の場合 

普通品質※７ 

の場合 

重量鉄骨 

軽量鉄骨 高品質※７ 

の場合 

普通品質※７ 

の場合 

学校 

庁舎 
Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 Ｙ060 以上 Ｙ060 以上 

住宅 

事務所 

病院 

Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 

店舗 

旅館 

ホテル 

Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ0100 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 Ｙ060 以上 Ｙ040 以上 

工場 Ｙ040 以上 Ｙ025 以上 Ｙ040 以上 Ｙ025 以上 Ｙ025 以上 Ｙ025 以上 Ｙ025 以上 

 

■目標耐用年数の級の区分※６ 

級 
目標耐用年数 

代表値 範囲 下限 

Ｙ0150 150 年 120～200年 120 年 

Ｙ0100 100 年 80～100 年 80 年 

Ｙ060 60 年 50～80 年 50 年 

Ｙ040 40 年 30～50 年 30 年 

Ｙ025 25 年 20～30 年 20 年 

 

■構造別の目標耐用年数 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
鉄骨造 木造 

80 年 60 年 40 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６ 出典：『建築物の耐久計画に関する考え方』（日本建築学会） 

※７ 高品質、普通品質の区別は、耐久性の高低による。 
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７．策定済の計画やこれまでの取組等 

対象施設 
既存計画等の名称 

又は実施事業名 

計画策定 

又は 

取組時期 

内 容 

橋りょう 黒石市橋梁長寿命化修繕

計画 

Ｒ５年 3月 

（改訂） 

長期的な視点から橋梁を効果

的・効率的に管理し、維持管理・

更新コストの最小化・平準化を

図る。 

公営住宅 黒石市公営住宅長寿命化

計画 

Ｒ５年 3月 

（改訂） 

公営住宅の計画的・効率的な更

新や適切な維持管理を図るた

め、団地・住棟ごとの今後の活用

方針を定め、長期的に有効活用

していくための適切な事業手法

の選定や事業スケジュール等を

定める。 

市内の建築物 黒石市耐震改修促進計画 Ｒ３年 3月

（改訂） 

地震における住宅・建築物の倒

壊等の被害から、市民の生活、身

体および財産を保護するため、

既存建築物の耐震診断、耐震改

修を総合的かつ計画的に促進す

るための枠組みを定める。 

市の水道事業 黒石市水道事業経営戦略 R４年 3月 水道事業の現状の把握や分析、

将来予測により経営基盤強化及

び財政マネジメントの向上を図

ることを目的として、将来にわ

たり安定的に事業を継続してい

くための中長期的な経営の基本

計画を策定した。 

市の下水道事業 黒石市下水道事業経営戦

略 

Ｒ４年 3月 下水道事業の現状の把握や分

析、将来予測により経営基盤強

化及び財政マネジメントの向上

を図ることを目的として、将来

にわたり安定的に事業を継続し

ていくための中長期的な経営の

基本計画を策定した。 
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対象施設 
既存計画等の名称 

又は実施事業名 

計画策定 

又は 

取組時期 

内 容 

市内の小中学校 黒石市学校施設の長寿命

化計画 

H30 年３月 学校施設を総合的観点で捉え、

教育環境の質的改善も考慮しな

がら改修・建替え棟を検討する

ための詳細診断の優先順位を設

定しつつ、これに要するコスト

の縮減と平準化を図る。 

市内の中学校 黒石中学校・六郷中学校・

東英中学校の統合 

（3 校を 1 校に統合） 

Ｈ29 年 4 月 黒石中学校、六郷中学校及び東

英中学校を廃止し、平成 29 年 4

月 1 日に新たに黒石中学校（統

合校）を開校した。統合後に空き

校舎となった旧東英中学校は令

和元年度に民間へ移譲した。旧

六郷中学校は民間移譲を含めた

活用方法について検討している

ところである。 

市内の小学校 六郷小学校・上十川小学校

の統合 

（2 校を 1 校に統合） 

Ｈ30 年 4 月 六郷小学校及び上十川小学校を

廃止し、平成 30 年 4 月 1 日に新

たに六郷小学校（統合校）を開校

した。統合後に空き校舎となっ

た旧上十川小学校は民間移譲を

含めた活用方法について検討し

ているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

対象施設 
既存計画等の名称 

又は実施事業名 

計画策定 

又は 

取組時期 

内 容 

市内の小学校 黒石小学校・中郷小学校・

北陽小学校の統合（新築） 

（3 校を 1 校に統合） 

Ｒ２年 4月 黒石小学校、中郷小学校及び北

陽小学校を廃止し、令和 2年 4月

1 日に新たに黒石小学校（統合

校）を新築・開校した。 

統合後に空き校舎となった旧北

陽小学校については、今後地区

公民館及び放課後児童クラブ室

として利用する予定である。ま

た旧中郷小学校については、今

後解体し跡地を防災公園として

整備する予定である。 

旧黒石小学校については、地域

住民の声を聞きながら活用方法

を検討しているところである。 

市内の小学校 黒石東小学校・牡丹平小学

校・浅瀬石小学校・追子野

木小学校の統合 

（４校を 1 校に統合） 

Ｒ２年 4月 黒石東小学校、牡丹平小学校、浅

瀬石小学校及び追子野木小学校

を廃止し、令和 2 年 4 月 1 日に

新たに黒石東小学校（統合校）を

増築・開校した。 

統合後に空き校舎となった牡丹

平小学校及び旧浅瀬石小学校に

ついては、今後地区公民館及び

放課後児童クラブ室として利用

する予定である。 

市内の空き校舎 旧追子野木小学校転用事

業 

Ｒ３～Ｒ４

年度 

令和 2 年 4 月 1 日に空き校舎と

なった旧追子野木小学校につい

て、令和 3 年度に施設の一部を

国（農林水産省）出先事務所とし

て改修し利用を開始した。 

また、その他のスペースについ

ては地区公民館及び放課後児童

クラブ室として改修し令和 4 年

度から利用する予定である。 

 


